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近年、全国的に空き家が増加しています。これら  

乃空き家が適切に推持管理がなされずに放置され  

ると老朽化が進み、防災や防犯面などから周辺の  

㌫芯㍊慧  

生活環境に悪影響を及ぼします。  

こうしたことか∈ 国では「空家：吋策の推進に  

喝する特別措置法 以下「法」という。）」が制定・  

施行され 大津市でも空き家等が適正に管理され  

ることで 市民の生命、身体及び財産が保護され、  

良好な生酒環境の保全が図られるよう、「大津市空  

家等の適正管理に関する条例（以下「条例」とい  

う。 を平成28年6月1日から施行しました  

㌔了  ．  

使用中の維持管理  

日ごろからの建物管理  

とご近所への対応、誰  

に豪の管理を依頼する  

のかなどの意思を明確  

にしておきましょう。  

相続手続と維持管理の継承  

相続によって、誰もが空き家の所  

有者になる可能性があります。相  

続手続とともに空き家管理者及び  

空き家の維持管理方法も合わせて  

諦め7おきま【一よう。  

■←†ヂーJl 二・軒更r  

寺庄 豪等』とは  
」Uノよつ′よ、著しく保文＿  

危険又は衛生上有害；ふ  

状態と認める空き家等  

（特定空家等、特定法  

定外空家等）の所有者  

等に対し、大岸市は指導  

を行います。  

以下のいずれかの状態にあると認められる空き家等の  

ことをいいます。  

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態  

・衛生上有害となるおそれのある状態  

・景観を損なっている状態  

・周辺の生活環境に不適切であると認められる状態  
－‘・Jノー・・‥ ■一「、－レ▼ ■く一】一一 ◆  

空き家等のうち、市内に所  

在する長屋若しくは共同住  

宅の住戸又はこれらに附属  

する工作物であって、左記  

の状態にあると認められるも  

のをいいます。  
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大津市は、適正な維持管理が行われておらず、著しく保安上危険、又は著しく衛生上有害な状態  
と認められる空き家等の所有者等に対し、虜則、以下の手順により指導等を行います。  

実醐査を行い、’必要  

鰐ぎ  

調査により、空き家等が管理不全な状態又は管理不全な状態に  
なるおそれがあると認められれば、空き家等の所有者に対し管  
理に必要奄措置について、市が助言・指導します。  

助言又は指導にもかかわらず、管理不全な状態が継続している  

ときは、必要な措置を講ずるよう勧告することがあります。   
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

改善できない正当な理由がなく、勧告に従わないときは、空き  

家の所有者の住所や氏名、勧告内容等を公表するとともに、そ  

の事実を示した標識を設置することがあります。  

匝ぎ．  

勧告・公表を行ったにもかかわらず、正当な理由がな＜勧告に  

従わないときは、予め意見を述べる機会を与えた上で、期限を  

定め必要な改善を行うよう命令することがあります。  
● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

（勧告と同様に公表・標識の設置を行います。）  
＝  
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措置命令を受けた者が、  必要な措置を講じない場合、行政代執行や応急措置を講じることがあります。  
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保全を因るためにム要下士菖置をとるこ′左勧告した場合l」、当該空き家苛に係る敷地にて  
い丁▲ 同定資産織豊の1巨用地姑例〃   から陸仇さ九重すのでご注書ください▲  

酌㊨）  空き家等について、気になるこ  
とがありましたら、下記の窓口  
へお気軽にご相談ください。  蝉襲歯詞蹄蚕  

濡富野  
監査   

る物苫の  

2群2899  皇室主家全般畦閤王るお閤地  

ない空き地に雑草メ三茂  

．樹木等が市道及び里道の通行の支障に姦・9・富もヽる場合の  

077－528－281  しユる場合のお間！止合わせ  

隼雪空聖彗望竺璽竺禦遵ニー 守 
痛」．＿、「．く  

一一  
．、知＿．〕三凸  

慧芸蒜讐器竺竺  J ℡077－528－2725  

▼ヽ可「’’  

順の相続等，  。77＿522＿1615   
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